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（目的） 
第１条 この要綱は、別に定めがあるもののほか、北九州市が発注する請負工事（以下

「工事」という。）の検査について必要な事項を定め、工事の適正かつ効率的な施工
の確保及び品質の確保・向上を目的とする。 
（検査の実施） 

第２条 工事の検査は、北九州市工事執行規則第１４条に基づく検査員が行うものとす
る。 

なお検査員は次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定める者とする。 
（１）専門検査員 技術監理局技術部検査課に所属する課⻑及び係⻑とする。 
（２）臨時検査員 技術監理局に所属する⼀般技術員（専門検査員を除く）の部⻑、

課⻑及び係⻑とする。 
（３）指定検査員 工事の施工を主管する課（これに相当する組織を含む。）の⻑（以

下「工事担当課⻑」という。）及び工事担当課⻑が指名する係⻑と
する。 

２ 指定検査員が検査を行う工事は、請負金額が１０００万円未満の工事とする。ただ
し、工事担当課若しくは受注者から専門検査員による検査の要求があった場合、又は
技術監理局⻑が必要と認めた場合は除く。 

３ 検査員は、監督員と兼ねることができない。 
 
（検査の種類） 

第３条 検査の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。 
（１）完成検査    工事の完成を確認するための検査 
（２）⼀部完成検査 工事全体の完成に先だって、性格上可分の工事の完成部分を  



 

確認するための検査 
（３）出来形検査 工事の完成前に部分払の必要がある場合において、工事の出

来形を確認するための検査 
（４）中間技術検査 工事の施工途中における施工体制、施工手順、工程管理、出

来形管理、品質管理、安全管理等の実施状況を確認するため
の検査 

 
（検査の基準） 

第４条 検査技術基準は、別に定めるものとする。 
 
 （検査の期間） 
第５条 検査員は、完成（出来形）届が受理された日から１４日以内に検査を行わなけ

ればならない。 
 
（関係書類の熟知等） 

第６条 検査員は、検査を行う場合は、あらかじめ検査の対象となる工事の設計図書そ
の他の関係書類を熟知しておかなければならない。 

２ 検査員は、前項の関係資料に基づき厳正かつ公正な検査を行い、工事の成果の適否
を判定しなければならない。 
 
（書類による判定） 

第７条 検査員は、地中、水中、その他の検査を行い難い部分については、監督員から
工事施工の状況を聞くとともに記録写真、品質試験表その他の関係資料に基づいて、
その適否を判断しなければならない。 
 
（破壊等による判定） 

第８条 検査員は、検査を行う場合において、必要があると認めるときは、構造物の安
全性等を考慮して最小限度の破壊又は試験を行い、出来上がりの適否を判定するもの
とする。 
 
（検査の立会い） 

第９条 検査員は、検査を行う場合において、工事関係職員及び受注者又はその代理人
の立会いの上、行うものとする。 
 
（修補を要する工事の検査） 



第１０条  検査員は、検査の結果、工事の修補が必要であると認めたときは、受注者に
対し、修補指示書により修補を指示しなければならない。 

２ 検査員は、修補完了届が受理された日から１４日以内に再検査を行わなければなら
ない。 
 
（検査結果の保管及び工事成績の評定） 

第１１条 検査員は、検査を終了したときは、検査台帳に当該工事に係わる検査結果を
記載し、保管しなければならない。 

２ 検査員は、完成検査、⼀部完成検査及び出来形検査が終了したときは、直ちに当該
工事に係る工事成績評定表を「北九州市請負工事成績評定要領」（以下「評定要領」
という。）に基づいて作成しなければならない。 

３ 検査員は、前２項の検査結果及び工事成績評定表を直ちに権限を有する者に提出し
なければならない。 
 
（検査結果の回付） 

第１２条 検査員は、前条の検査結果及び工事成績評定表を直ちに契約担当課⻑に回付
しなければならない。 

２ 前項に定める回付は、完成検査の場合に限る。 
 
（工事成績評定表の無効） 

第１３条 第１１条第２項に基づき作成された工事成績評定表は、北九州市工事請負契
約約款第４７条の２の規定に基づき発注者が当該工事の契約の解除権を行使した場
合は無効とする。 
 
（委任） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、実施上の細目について必要な事項は、技術監
理局⻑が定める。 

 
付 則 

この要綱は、昭和５０年６月２８日から実施する。 
付 則 

 この要綱は、昭和５２年４月 １日から実施する。 
付 則 

 この要綱は、平成 ７年８月 １日から実施する。 
付 則 



 

 この要綱は、平成１８年４月 １日から実施する。 
付 則 

 この要綱は、平成２０年４月 １日から実施する。 
付 則 

 この要綱は、平成２４年２月 １日から実施する。 
付 則 

 この要綱は、平成２７年８月 １日から実施する。 
付 則 

 この要綱は、平成２８年４月 １日から実施する。 
付 則 

 この要綱は、平成３０年１月 １日から実施する。 
付 則 

 この要綱は、令和 ４年４月 １日から実施する。 
   付 則 
 この要綱は、令和 ６年４月 １日から実施する。 


